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だんしん事業に係る適用保険料率の改定について 
 
 

共済組合の貸付で実施しているだんしん事業（各種保険）の債務返済支援保険について、
令和７年１２月１日から保険料率が変更となります。保険料率については、以下の表のとお
りです。なお、団体信用生命保険については保険料率の改定はありません。 
 
 

 

 

 団体信用生命保険 債務返済支援保険 
（旧）

保 険 料 
残高 10 万円につき 15 円／月 平均返済月額１万円につき 60 円／月 

（新）
保 険 料 

残高 10 万円につき 15 円／月 平均返済月額１万円につき 90 円／月 

だんしん事業の制度内容については、共済組合にお問い合わせください。 


